
▶所得税の優遇措置
●「新潟大学まなび応援基金」へのご寄附は「税額控除」と「所得控除」の
　いずれかを選択できます。
　本学からお送りする「寄附金領収書」及び「税額控除対象法人証明書（写）」を添付して、
　確定申告により手続を行なってください。
　※詳細については、お近くの税務署または担当の税理士にお問合せください。

●「新潟大学基金」へのご寄附は「所得控除」による優遇措置を受けられます。
　本学からお送りする「寄附金領収書」を添付して、確定申告により手続を行なってください。

新潟大学へのご寄附は、法人税法、所得税法による税法上の優遇措置が受けられます。

個人からの寄附
所得税法第７８条第２項第２号
地方自治体の条例

法人からの寄附
法人税法第37条第3項第２号

寄附金控除を
受けるには

▶税額控除
各寄附者の所得税
率に関係なく所得
税額から直接寄附
金額の約4割を控除

▶所得控除
各寄附者の所得に
応じた税率を寄附
金額に乗じて控除
額を決定

寄附金額を基礎とした控除
額を税率に関係なく税額か
ら直接控除されるため、小
口の寄附にも減税効果が大
きくなります。

所得控除を行なった
後に所得税率をかけ
るため、所得税率が
高い方が減税効果が
大きくなります。所
得税率は各人の収入
により5～45％の範
囲で変動します。

▶個人住民税
寄附をした翌年の1月1日現在、新潟県
内にお住まいの方は、寄附した年の翌
年の個人住民税が10％軽減されます。

「新潟大学まなび応援基金」「新潟大学基金」へのご寄附とも全額損金算入が可能です。

❶ 所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合
「新潟大学まなび応援基金」へのご寄附については、
本学からお送りする「寄附金領収書」「税額控除対象法人証明書（写）」を、

「新潟大学基金」へのご寄附については「寄附金領収書」を添付して、翌年３月１５日までに、
最寄の税務署で確定申告を行なってください。
※税務署で確定申告を行なうと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。

❷ 個人住民税のみの控除を受けようとする場合
本学からお送りする「都道府県民税・市町村民税控除申告書」に

「寄附金領収書」を添付して、翌年３月１５日までに、
お住まいの市町村税務窓口で申告を行なってください。

【住民税の軽減の例】
寄附金額50,000円の場合
寄附金控除対象額(a)48,000円（控除対象外2,000円）
[都道府県税](a)×4％　48,000円×4％＝1,920円
[市 町 村 税](a)×6％　48,000円×6％＝2,880円

所得税の軽減額　（a）×所得税の税率
所得金額
（税率）

300万円
（10%）

500万円
（20%）

700万円
（23%）

1,000万円
（33%）

寄附金額
寄附金控除
対象額（a）

50,000円
（48,000円） 4,800円 9,600円 11,040円 15,840円

300,000円
（298,000円） 29,800円 59,600円 68,540円 98,340円

【控除限度額】（a）寄附金額が、年間総所得額の40％に相当する金額を超える場合には、40％に相当する額。

【寄附金による税額軽減の例】 （控除対象外2,000円）

【寄附金による税額軽減の例】 （控除対象外2,000円）

（ ）

寄附金額
寄附金控除
対象額（a）

50,000円
（48,000円）

300,000円
（298,000円）

所得税の軽減額
（a）×40% 19,200円 119,200円

【控除限度額】（a）寄附金額が、年間総所得額の40％に相当する金額を超える場合には、40％に相当する額。
　　　　　　 控除額は、所得税額の25％が限度。

（ ）

新潟大学サポーター連携推進室(若しくは銀
行)へご遺贈のご相談・お申し入れ

本学より、ご遺贈希望者の方へ提携する銀
行をご紹介させていただきます。

銀行は、ご遺贈希望者の方からご遺贈を含
む遺言書作成に関するご相談の受付け、コ
ンサルティングを行ないます。

ご遺贈希望者は遺言書を作成し、銀行と遺
言書保管契約を結びます。

銀行が、遺言書の保管･管理を行ないます。

ご逝去の連絡があった後、銀行がご遺贈希
望者の方のご遺志に従い遺言書の内容の任
務を遂行します。

本学への金銭の寄附
ご遺族様への資産配分

本学では様々な方法でご寄附をお受けいたしておりますので、
下記詳細をご覧ください。

ご遺言により、ご自分の築き上げられた財産を特定の方々に
寄附することを遺贈といいます。この方法で所有しておられ
る資産の一部を、本学へ遺贈したいとお考えの方のため、高
度な専門性と豊富な経験を有する銀行と提携し、その手続き
の便宜を図るものです。「新潟大学まなび応援基金」「新潟大学
基金」とも、ご遺贈によるご寄附が可能です。

 領収書の発行
お振込み確認後、領収書をご送付させていただきます。金融機関でお振込みの場合は、当該金
融機関より本学へ振込み通知が届き次第、発行手続を行ないますので、1～2週間程度で領収書
をお届けいたします。クレジットカードでの申込みの場合は、各カード会社から本学への入金後
に領収書の発行手続を行ないますので、申込み後2ヶ月程度の時間をいただくことがあります。

 個人情報の取り扱い
ご寄附により取得した個人情報に関しましては、

「国立大学法人新潟大学個人情報の管理に関する
規程」及び「新潟大学ホームページ・プライバシー
ポリシー」に沿って適切にお取り扱いいたします。

 ▶クレジットカード決済
新潟大学ホームページから直接手続きを行なうことができます。
インターネット処理については、セキュリティに万全を期しております。
クレジットカード番号等の情報は全て暗号化され安全に送信されます。

 ▶銀行振込み
クレジットカード決済のお申込み方法と同様に、新潟大学ホームページからお申込みください。
後日、「振込用紙」をお送りさせていただきます。

 ▶郵便振込み
郵便局からのお振込みをご希望の方は、「払込取扱票」に必要事項をご記入いただきお振込みをお願い申し上げます。

（「払込取扱票」は「新潟大学まなび応援基金」と「新潟大学基金」で別様式です。）

 ▶その他の方法
現金でのご寄附、遺贈でのご寄附等をご希望の方は、サポーター連携推進室までご連絡をお願い申し上げます。

遺贈による寄附のご利用をご希望される場合は、
新潟大学サポーター連携推進室

（TEL：025-262-6010）
若しくは銀行にお問い合わせください。

【提携銀行】

みずほ信託銀行 新潟支店
〒951-8674  新潟県新潟市中央区西堀通6番町867-4  NEXT21ビル内　
TEL：025-223-5398

第四銀行
（提携先：朝日信託、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行）
〒951-8066  新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071-1
TEL：0120-86-4464（コールセンター）

寄附金に対する税法上の優遇措置 ご寄附お申込み方法
https://www.niigata-u.ac.jp/
university/donation/

▶お申込み先

ご遺贈による寄附制度について  ▶ご遺贈によるご寄附の流れ
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ご協力のお願い

　新潟大学は、旧制の新潟医科大学や新潟高等学校を母

体として、複数の専門学校や師範学校が集まり、1945年

5月に新制国立大学として発足しました。以来、地域と

世界の発展に資する「知の拠点」としての役割を担って邁

進してきました。現在の学生数は約13,000人、教職員数

は約3,000人で、10学部5大学院研究科とともに、脳研究

所、災害・復興科学研究所という2つの研究所、さらに

医歯学総合病院を有する日本有数の大規模総合大学と

なっています。

　

　新潟大学は、つねに時代に即した質の高い教育・研

究の推進、社会への貢献を目指していますが、そのた

めの基盤整備をさらに推進するために、2009年に「新潟

大学基金」を創設し、皆さまのご寄附を募ることにしま

した。これにより、これまで「輝け未来‼新潟大学入学

応援奨学金」として約300人、学業成績優秀者奨学金と

して約420人の学生に、奨学金を給付することができま

した。また、この基金により、中央図書館の設備整備、

五十嵐地区第一体育館の筋力トレーニング設備の整備、

旭町サークル共用施設と弓道場の整備など、新潟大学

内のさまざまな福利厚生施設の充実も進めることがで

きました。これもひとえに皆さまのご支援の賜物と厚

く感謝申し上げます。

　しかしながら、グローバル化やスマート化が進む中

で、新潟大学がさらに飛躍し存在感を保つためには、ま

すます国際交流の強化を始めとしたさまざまな活動の推

進を図る必要があります。本学の日本人学生の海外派遣

や外国人留学生の受入れに関わる費用は年々増加してき

ていますし、留学生を含めた学生の宿舎の整備や、大学

院博士課程の充実のための奨学金の充実、教育・研究環

境のさらなる充実など、基金による支援が必要な課題は

ますます増加しています。

　新潟大学は、「自立と創生」という本学の理念のもと

に、幕末の開港5港の一つである新潟市で、日本海対岸

のアジアから世界に開かれた日本の「知のゲートウエイ」

としての役割をさらに明確にし、今後ますます活発な人

材交流と頭脳循環を図り、魅力ある活動を展開していき

ます。その中で、企業を始め多くの方々の期待に応える

ことができるような質の高い人材、現代社会の課題に的

確に対応できる多様な人材の育成を推進します。

　皆さまにおかれましては、二つの基金の趣旨にご賛同

の上、ぜひとも新潟大学へのご支援を賜りますよう、心

よりお願い申し上げます。

新潟大学学長　牛木 辰男


